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お知らせ

　

３
月
〜
４
月
は
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
な
ど

の
入
居
、退
去
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

賃
貸
契
約
を
す
る
場
合
、
退
去
す
る
時

点
で
法
外
な
補
修
費
な
ど
が
請
求
さ
れ
不

快
な
思
い
を
し
な
い
た
め
に
、
契
約
時
か

ら
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ア
パ
ー
ト
な
ど
の
賃
貸
契
約
を
結
ぶ
場

合
、
賃
貸
物
件
の
所
有
者
に
依
頼
さ
れ
た

宅
建
業
者
の
仲
介
で
契
約
を
結
ぶ
事
が
多

い
よ
う
で
す
が
、そ
の
時
に
、敷
金
、礼
金
、

仲
介
手
数
料
、
共
益
費
な
ど
を
支
払
う
の

が
一
般
的
で
あ
り
、
火
災
保
険
な
ど
が
必

要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
中
で
賃
貸
契
約
に
お
い
て
最
も
多

い
問
題
が
敷
金
で
す
。敷
金
と
は
、
借
主
が

不
注
意
に
よ
り
部
屋
を
損
傷
、
破
損
さ
せ

た
場
合
の
そ
の
箇
所
の
修
復
や
、
家
賃
不

払
い
時
に
不
払
い
家
賃
に
充
当
す
る
な
ど

の
名
目
で
預
け
る
も
の
で
、
特
別
な
問
題

が
無
け
れ
ば
退
去
時
に
借
主
に
返
金
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
業
者
に
よ
っ
て
は
、
契
約
書

の
中
の
「
借
主
は
退
去
時
に
原
状
回
復
の

義
務
が
あ
る
」旨
の
記
載
を
理
由
に
、
退
去

後
の
賃
貸
物
件
修
復
費
な
ど
の
名
目
で
法

外
な
追
加
料
金
を
請
求
す
る
事
が
あ
り
ま

す
。

　

そ
の
た
め
国
土
交
通
省
は
、「
原
状
回
復

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
し
て
、
原
状
回
復
に
係
る
契
約
関
係
費

用
負
担
な
ど
の
ル
ー
ル
を
定
義
し
て
い
ま

す
。そ
の
中
で
、
原
状
回
復
と
は
「
賃
借
人

の
住
居
、
使
用
に
よ
り
発
生
し
た
建
物
価

値
の
減
少
の
う
ち
、賃
借
人
の
故
意
・
過
失
、

善
管
注
意
義
務
違
反
、
そ
の
他
通
常
の
使

用
を
超
え
る
よ
う
な
使
用
に
よ
る
損
耗
・

破
損
を
復
旧
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
い

ま
す
の
で
、
賃
借
人
が
借
り
た
入
居
時
の

状
態
に
戻
す
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。要

約
す
る
と
、
賃
借
人
が
通
常
の
住
ま
い
方
、

使
い
方
を
し
て
い
て
も
発
生
す
る
と
考
え

ら
れ
る
部
分
に
対
す
る
修
理
費
用
は
賃
借

人
に
請
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

賃
料
の
範
囲
で
清
算
さ
れ
る
も
の
と
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
的

な
強
制
力
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。

●
借
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主

な
も
の

・
キ
ャ
ス
タ
ー
付
き
の
椅
子
な
ど
に
よ
り

　

つ
い
た
極
端
な
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
傷
、

　

へ
こ
み

・
冷
蔵
庫
下
の
サ
ビ
跡

・
引
越
作
業
で
生
じ
た
傷

・
壁
の
釘
穴
、ビ
ス
穴

・
台
所
の
油
よ
ご
れ

・
ペ
ッ
ト
に
よ
る
傷

・
風
呂
、洗
面
所
、ト
イ
レ
の
カ
ビ
、水
垢

　

賃
貸
物
件
に
入
居
・
退
去
す
る
場
合
の

原
状
回
復
に
係
る
費
用
負
担
の
ト
ラ
ブ
ル

を
避
け
る
た
め
に
も
、
極
端
な
汚
れ
や
傷

が
借
主
の
使
い
方
の
問
題
で
発
生
し
た
の

か
、
自
然
劣
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る

い
は
、
入
居
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
な
の
か

を
証
明
で
き
る
も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
入
居
す
る
際
の
傷
や
汚
れ
な
ど
は
、

借
主
と
貸
主
と
で
確
認
し
、
写
真
や
記
録

な
ど
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

不
明
な
点
や
、
入
居
・
退
去
時
に
問
題

が
あ
る
場
合
は
最
寄
り
の
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
参
考
資
料

・「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ

　

イ
ド
ラ
イ
ン
」

　
　

http://w
w
w
.m
lit.go.jp/

　
　

jutakukentiku/house/torikum
i/

　
　

honbun.pdf

　

(国
土
交
通
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
)

・
｢住
宅
賃
貸
借
(借
家
)契
約
の
手
引
き
｣

　

は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
て
あ

　

り
ま
す
。

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
２
３
）６
２
３
６

●
日
　
時　

３
月
17
日（
土
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
場
　
所

　

市
総
合
文
化
会
館
第
１
会
議
室

●
内
　
容

　

相
続
に
関
し
事
前
に
心
が
け
る
こ
と
お
よ

　

び
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
解
決
方
法
な
ど

●
講
　
師

　

高
橋 

昭
夫 

氏
(栃
木
県
金
融
広
報
委
員

　

会
金
融
広
報
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
)

●
対
象
者

　

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者

●
参
加
費　

無
料

●
定
　
員

　

30
名
(先
着
順
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め

　

切
り
)

●
申
し
込
み

　

３
月
９
日
(金
)ま
で
に
電
話
で
申
し

　

込
み
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

市
生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
６

●
日
　
時　

３
月
24
日
(土
)午
前
10
時
〜

　

正
午
、午
後
１
時
〜
３
時
30
分

●
場
　
所　

勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
　
容　

県
内
の
弁
護
士
に
よ
る
消
費

　

生
活
に
関
す
る
相
談
(契
約
、
借
金
、
相

　

続
な
ど
）

●
対
象
者　

市
内
在
住
者

●
申
し
込
み　

３
月
16
日
(金
)ま
で
に
電

　

話
で
申
し
込
み
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

市
生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　
　
　

(２
３
）８
７
０
６

《
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
情
報
》

賃
貸
ア
パ
ー
ト
の
入
退
去
時

の
ト
ラ
ブ
ル

大
田
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
主
催

啓
発
講
座
・
無
料
法
律
相
談
会

【
啓
発
講
座「
か
し
こ
い
相
続
・
た
し
か

  

な
遺
言
」】

【
無
料
法
律
相
談
】

土
・
日
・
祝
日
・
夜
間
の
漏
水
、

水
道
工
事
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、

「
大
田
原
管
工
事
工
業
協
同
組
合
」へ

●
大
田
原
地
区

　
　

０
９
０
‐
７
２
３
４
‐
４
４
６
２

●
湯
津
上
地
区
・
黒
羽
地
区

　
　

０
９
０
‐
２
１
５
７
‐
１
５
１
３


